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令和３年度 １月 新潟市西区農業委員会定例総会 議事録 

 

１ 開催日時  令和４年１月３１日（月) 午後３時００分から３時５０分 

 

２ 開催場所  西区役所 ３階 ３０３会議室 

 

３ 出席委員（１４人） 

１番（会長）本間雄一  ２番 本間直一    ３番 池田一彦 

５番 大嶋喜芳     ６番 梶原政好    ７番 髙杉隆司 

８番 髙井利明     ９番 原田秀一   １０番 松井市雄 

１１番 岩野惣市郎   １２番 鈴木淳子   １３番 丸山和秀 

１４番 渡邉正行    １５番（会長職務代理者）渡部藤四夫 

 

４ 欠席委員 ４番 江端美春 

 

５ 議事日程 

第１ 議事録署名委員選出 

第２ 議 事 

議案第４９号  農地法第５条許可申請に関する処分決定について 

議案第５０号   新潟市農用地利用集積計画の決定について 

議案第５１号  農地法第３条許可申請に関する意見決定について 

報 告 事 項   新潟市農用地利用配分計画（案）について 

報 告 事 項   農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

報 告 事 項   農地法第３条の３の規定による届出書の受理について 

報 告 事 項   農地法第４条転用届出に関する受理について 

報 告 事 項   農地法第５条転用届出に関する受理について 

報 告 事 項   農地の転用事実に関する照会書について 

報 告 事 項   農地の実勢賃借料情報について 

報 告 事 項   令和３年度荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の結果に 

ついて 

 

６ 農業委員会事務局職員 

事務局長  中 島  剛   事務局次長   佐藤 清隆 

農地係長  上田 芳則   農政振興係長  五十嵐芳彰 

 

７ 会議の概要 
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定刻になりましたので、１月定例総会を開催します。 

議事日程に従い、進めさせていただきます。 

本日は、４番、江端美春委員がご欠席です。 

本日の総会は新潟市西区農業委員会会議規則第４条の規定により定

足数を満たしており、会議は成立しておりますことをご報告いたしま

す。 

それでは委員会会議規則第５条の規定により、本間会長から議長を

務めていただきます。よろしくお願いします。 

 

（挨 拶） 

 

それでは、議事録署名委員について、お諮りします。 

議事録署名委員は、議長である私に一任いただけますでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

皆さんからご異議がございませんので、１２番、鈴木淳子委員、 

１３番、丸山和秀委員を指名します。 

それでは、議事として提案している案件に入ります。 

議事の都合上、追加議案の議案第５１号、農地法第３条許可申請に

関する意見決定について、事務局から説明をお願いします。 

 

議案を説明する前に、案件を地区別にまとめた３ページの総括表を

ご覧ください。 

１月総会における許可案件は、赤塚地区、５条許可１件、中野小屋

地区、３条許可２件、黒埼地区、３条許可３件、５条許可２件、全地

区合計８件です。 

それでは、議案を説明します。 

 追加議案１ページ、議案第５１号、農地法第３条許可申請に関する

意見決定についてです。本案件は、令和４年１月２６日付け、新潟市

長許可案件につき、西区農業委員会に意見照会があったものです。 

第１地域中野小屋地区です。１号及び２号は、譲受人が同一人の案

件で、申請理由はいずれも経営規模の拡大です。１号、所在は西区笠

木で田畑２筆、１０２㎡を売買する案件です。２号、所在は西区笠木

で畑１筆、３６㎡を売買する案件です。 

第２地域黒埼地区です。 
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３号、所在は西区板井で畑１筆、５０９㎡を売買する案件です。申

請理由は経営規模拡大です。 

４号、所在は西区寺地で田８筆、３，７４３㎡を売買する案件です。

申請理由は経営規模拡大です。 

５号、所在は西区立仏で畑２筆、１，５００㎡を売買する案件です。

申請理由は譲渡人の都合によるものです。 

なお３号から５号まで、調査委員会に付されています。以上です。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、総会前に調査委員会を開

催しておりますので、第２地域調査委員長から報告をお願いします。 

 

調査案件は、議案第５１号、農地法第３条許可申請に関する意見決

定について、３件です。 

 ３号、黒埼地区です。１月２４日に申請地の現地確認を行った結果、 

現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに農地法第３条の取得要件を確認したところ、農作業

常時従事要件、全部効率利用要件、下限面積要件ともに問題はありま

せんでした。 

つづいて、聞き取り調査に移り、譲受人から申請地の場所及び面積、

申請理由、経営農地面積について、申請書のとおり相違ない旨、確認

しました。 

最後に、事務局から教示事項として、農地としてしっかり耕作する

よう説明を行い、調査を終えました。 

調査内容をもとに、参集委員により協議した結果、調査委員会とし

ては問題ない、許可として意見決定すべきと判断しました。 

次に４号は黒埼地区です。１月２４日に申請地の現地確認を行った

結果、現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに農地法第３条の取得要件を確認したところ、農作業

常時従事要件、全部効率利用要件、下限面積要件ともに問題はありま

せんでした。 

つづいて、聞き取り調査に移り、譲受人から申請地の場所及び面積、

申請理由、経営農地面積について、申請書のとおり相違ない旨、確認

しました。 

最後に、事務局から教示事項として、農地としてしっかり耕作する

よう説明を行い、調査を終えました。 

次に５号、黒埼地区です。１月２４日に申請地の現地確認を行った
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結果、現況は休耕畑でした。 

今回の譲受人が農地所有適格法人であることから、最初に農地法第

２条第３項による要件確認の説明を受けました。事務局が法人の登記

簿や定款等などの書類による審査を行った結果、法人形態要件、事業

要件、構成員・議決権要件、常時従事役員要件はともに適格であり、

法人が農地を取得することについて問題はないとのことでした。 

次に申請書をもとに農地法第３条の取得要件を確認したところ、農

作業常時従事要件、全部効率利用要件、下限面積要件ともに問題はあ

りませんでした。 

つづいて、聞き取り調査に移り、譲受人から申請地の場所及び面積、

申請理由、経営農地面積、農作業常時従事要件、現在の作付作物の売

上実績について、申請書のとおり相違ない旨、確認しました。 

今後の営農計画は現在作付けしている加工大根と並行して、新たに

イチゴ栽培に参入するものであり、その際にはイチゴ栽培の経験を有

する指導者を法人へ招聘するとのことでした。 

地元委員から、これからは賦課金や泥上げなど地元農家との協力関

係を築いていってほしいと要望され、譲受人はこれを了承しました。 

調査内容をもとに、参集委員により協議した結果、調査委員会とし

ては問題ない、許可として意見決定すべきと判断しました。 

最後に、事務局から教示事項として、農地所有適格法人としての要

件について、法人として趣旨を理解し、確認するようお願いし、調査

を終えました。以上です。 

 

事務局の説明及び第２地域調査委員長の報告が終わりました。ただ

今の説明及び報告に対して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

５号の案件について、法人から提出された農業参入計画書に記載さ

れた、いちごの作付面積に対する生産量は妥当でしょうか。 

 

農業参入計画書に添付されたＪＡの農業参入に係る意見書では適当

であるという意見が付されていますが、ご指摘の点について、申請を

受け付けた市長部局に対し、法人に確認するよう伝えたいと思います。 

 

ほかにご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 
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第１地域調査委員長 
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ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 

議案第５１号、農地法第３条許可申請に関する意見決定について、

お諮りします。 

議案第５１号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第５１号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に議案第４９号、農地法第５条許可申請に関する処分決定につい

て、事務局の説明をお願いします。 

 

５ページ、議案第４９号、農地法第５条許可申請に関する処分決定

についてです。 

第１地域、赤塚地区です。１号、所在は西区中権寺で、畑１筆 

１４０㎡を、売買により、個人住宅建設敷地とする案件です。農地区

分は第３種農地です。 

第２地域、黒埼地区です。２号、所在は西区板井で、田１筆 

３２２㎡を、賃借により、道路工事の仮設現場事務所及び露店駐車場

とする一時転用の案件です。転用による工事期間は、令和４年２月１

日から８月３０日までとなっています。農地区分は農用地です。 

３号、所在は西区金巻で、畑２筆３３０㎡を、売買により、個人住

宅建設敷地とする案件です。農地区分は第３種農地です。 

なお１号から３号まで調査委員会に付されています。以上です。 

 

ただ今、事務局から説明がありましたが、総会前に調査委員会を開

催しておりますので、各調査委員長から報告をお願いします。 

 

調査案件は、議案第４９号、農地法第５条許可申請に関する処分決

定について、１件です。 

１号、赤塚地区です。１月２４日に申請地の現地確認を行った結果、

現況は休耕畑でした。 

申請書をもとに転用理由、事業概要を確認し、事務局で行った指示

内容、現地調査の結果により、現時点で申請に問題はない旨、確認し

ました。 

つづいて、聞き取り調査に移り、代理人から申請地の場所及び面積、
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申請理由、転用事業計画、被害防除、他に及ぼす影響について、申請

書のとおり相違ない旨、確認しました。 

申請地は、第３種農地で、農地転用許可基準エ－（ア）－b－（a）

「住宅もしくは事業用施設が連たん」する区域の農地に該当するため、

参集委員により協議した結果、許可として問題はないと判断しました。 

最後に、事務局から教示事項として、転用目的に沿った使用と工事

完了報告書の提出の説明を行い、調査を終えました。以上です。 

 

調査案件は、議案第４９号、農地法第５条許可申請に関する処分決

定について、２件です。  

２号は黒埼地区です。申請地について、１月２４日に現地確認を行

った結果、現況は、休耕畑となっていました。 

申請書をもとに転用理由、事業概要を確認し、事務局で行った指示

内容、現地調査の結果により、現時点で申請に問題はない旨、確認し

ました。 

つづいて、聞き取り調査に移り、申請地の場所及び面積、申請理由、

転用事業計画、被害防除、他に及ぼす影響について、申請書のとおり

相違ない旨、確認しました。 

申請地は、農用地で、転用許可基準ア－（イ）－ｃ「仮設工作物の

設置その他の一時的な利用に供するためのもので，当該利用の目的を

達成するうえで当該農地を供することが必要であると認められるもの

であること。」に該当するため、参集委員により協議した結果、許可と

して問題はないと判断しました。 

最後に、事務局から教示事項として、転用目的に沿った使用と工事

完了報告書の提出の説明を行い、調査を終えました。 

３号は黒埼地区です。申請地について、１月２４日に現地確認を行

った結果、現況は休耕畑となっていました。 

申請書をもとに転用理由、事業概要を確認し、事務局で行った指示

内容、現地調査の結果により、現時点で申請に問題はない旨、確認し

ました。 

つづいて、聞き取り調査に移り、申請地の場所及び面積、申請理由、

転用事業計画、被害防除、他に及ぼす影響について、申請書のとおり

相違ない旨、確認しました。 

申請地は、第３種農地で、農地転用許可基準エ－（ア）－b－（a）

「住宅もしくは事業用施設が連たん」する区域の農地に該当するため、

参集委員により協議した結果、許可として問題はないと判断しました。 



7 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、事務局から教示事項として、転用目的に沿った使用と工事

完了報告書の提出の説明を行い、調査を終えました。以上です。 

 

事務局の説明及び各地域調査委員長の報告が終わりました。ただ今

の説明及び報告に対して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 

議案第４９号、農地法第５条許可申請に関する処分決定について、

お諮りします。 

議案第４９号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第４９号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に議案第５０号、新潟市農用地利用集積計画の決定について、事

務局の説明をお願いします。 

 

議案を説明する前に、案件を事業別、地区別にまとめた４ページの

総括表をご覧ください。 

上段の利用権設定等促進事業は、賃貸借権設定新規、３年のものが

３件、１０年のものが６件、所有権移転、売買が５件、交換の申出は

ありません。賃貸借権設定更新分３年のものが１９件、６年のものが

９件、１０年のものが９件、賃貸借権移転分１０年のものが４件、全

地区合計５５件です。 

中段の農地中間管理事業は、賃貸借権設定新規及び更新、１０年の

ものが１４２件、全地区合計１４２件です。 

それでは、議案を説明します。 

６ページ、議案第５０号、新潟市農用地利用集積計画の決定につい

てです。 

７ページは新規分、８ページは更新分、９ページは合計の地区別実

績表です。 

地区別の合計は、赤塚地区、合計７件、面積は６１，３０８㎡、中

野小屋地区、合計２件、面積は４６，７４０㎡、内野地区、合計１件、

面積は１，０２１㎡、坂井輪地区、合計１件、面積は１２，２４３㎡、
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黒埼地区、２２件、面積は７２，５６３㎡、四ツ郷屋地区、合計 

１８件、面積は４１，６０３㎡、全地区合計５１件、面積は 

２３５，４７８㎡です。 

１０ページ、提案文です。 

「議案第５０号 新潟市農用地利用集積計画の決定について 

農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による新潟市農用地利用集

積計画の決定について、下記のとおり提案する。 

令和４年１月３１日提出 新潟市西区農業委員会会長 本間雄一」 

提案文以降、１０ページから２０ページが内訳で、それぞれの契約

内容になります。 

次に２２ページ、農地中間管理機構が、農地を借り受けるものです。

２２ページは新規分、２３ページは合計の中間管理事業の地区別実績

表です。 

地区別の合計は、赤塚地区１件、面積は２，０６８㎡、中野小屋地

区５件、面積は２４，４１７㎡、内野地区２件、面積は 

１２，５３２㎡、坂井輪地区１２９件、面積は３９６，００２㎡、黒

埼地区５件、面積は２７，３６１㎡、以上、全地区合計１４２件、面

積は４６２，３８０㎡です。 

２４ページから５２ページまでが新規分の内訳で、坂井輪地区の１

２９件は、新通の人・農地プラン実施地区です。 

５３ページ、定例総会で議案承認後に西区農業委員会会長から市長

あての公告依頼文の案です。公告依頼日は令和４年２月１５日です。 

以上です。 

 

ただ今、事務局の説明がありましたが、議案第５０号には、９件の

委員関連の案件がありますので、先議を行います。 

１４ページの１３号は、出席委員が関係する案件ですので、農業委

員会等に関する法律第３１条第１項の議事参与制限の規定により、関

係委員は退室してください。 

 

（関係委員退室） 

 

それでは１４ページの１３号について、ご質問、ご意見はありませ

んか。 

 

（質問、意見なし） 
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ご質問、ご意見がありませんので、原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしということですので、原案のとおり決定します。 

審議が終了しましたので、関係委員は入室してください。 

 

（関係委員入室） 

 

次に、１６ページの２３号です。関係委員は退室してください。 

 

（関係委員退室） 

 

それでは１６ページの２３号について、ご質問、ご意見はありませ

んか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしということですので、原案のとおり決定します。 

審議が終了しましたので、関係委員は入室してください。 

 

（関係委員入室） 

 

次に、２０ページの１号です。関係委員は退室してください。 

 

（関係委員退室） 

 

それでは２０ページの１号について、ご質問、ご意見はありません

か。 
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（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしということですので、原案のとおり決定します。 

審議が終了しましたので、関係委員は入室してください。 

 

（関係委員入室） 

 

次に、２０ページの２号です。関係委員は退室してください。 

 

（関係委員退室） 

 

それでは２０ページの２号について、ご質問、ご意見はありません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしということですので、原案のとおり決定します。 

審議が終了しましたので、関係委員は入室してください。 

 

（関係委員入室） 

 

次に、２５ページの１０号、３６ページの６５号、４３ページの 

１００号、４５ページの１１０号です。関係委員は退室してください。 

 

（関係委員退室） 
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それでは２５ページの１０号、３６ページの６５号、４３ページの

１００号、４５ページの１１０号について、ご質問、ご意見はありま

せんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、原案のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしということですので、原案のとおり決定します。 

審議が終了しましたので、関係委員は入室してください。 

 

（関係委員入室） 

 

次に、ただ今、先議した案件以外の案件を審議します。ご質問、ご

意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問、ご意見がありませんので、案件審査に入ります。 

議案第５０号、新潟市農用地利用集積計画の決定について、お諮り

します。 

議案第５０号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

議案第５０号は異議なしと認め、原案のとおり決定します。 

次に、報告事項に入ります。 

報告事項、新潟市農用地利用配分計画（案）について、報告事項、

農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について、報告事項、

農地法第３条の３の規定による届出書の受理について、報告事項、農

地法第４条転用届出に関する受理について、報告事項、農地法第５条

転用届出に関する受理について、報告事項、農地の転用事実に関する
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照会書について、報告事項、農地の実勢賃借料情報について、報告事

項、令和３年度荒廃農地の発生・解消状況に関する調査の結果につい

て、一括して事務局から説明をお願いします。 

 

農政振興係所管の報告事項を説明する前に、４ページの地区別にま

とめた総括表をご覧ください。 

下段、農地中間管理事業の利用配分計画は、賃貸借権設定新規 

１０年のものが１４２件、更新分はありません。移転分は３年のもの

２件、６年のもの３件、１０年のもの１３件、全地区合計１６０件で

す。 

５４ページ、報告事項、新潟市農用地利用配分計画（案）について

です。５４ページが新規分の地区別実績表です。次の５５ページが合

計の実績表となります。地区別合計のみ読み上げます。赤塚地区１件、

面積は２，０６８㎡、中野小屋地区５件、面積は２４，４１７㎡、内

野地区２件、面積は１２，５３２㎡、坂井輪地区１２９件、面積は 

３９６，００２㎡、黒埼地区５件、面積は２７，３６１㎡、 

以上、全地区合計１４２件、面積は４６２，３８０㎡です。 

５６ページから８４ページまでが新規分の契約内容です。 

地区別実績表に含まれない中間管理権移転分は、８５ページ、 

８６ページがその内訳となっています。 

なお中間管理権にかかる県公告は、令和４年３月２９日です。以上

です。 

 

説明者が変わります。 

農地係所管の報告事項を説明する前に、３ページの地区別にまとめ

た総括表をご覧ください。下段の地区別件数表のとおり、全地区合計

３４件です。 

８９ページ、報告事項、農地法第１８条第６項の規定による通知書

の受理について、合計のみ報告します。 

全地区合計１２件、田畑合計８４筆、４２，５４０㎡の解約を受理

しました。 

なお６号、８号及び１１号は、相続人からの届出です。 

９２ページ、報告事項、農地法第３条の３の規定による届出書の受

理について、合計のみ報告します。 

全地区合計３件、田畑合計２６筆、３７，０５５㎡の相続による届

出を受理しました。なお農業委員会による農地売却等あっせんの希望
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はありませんでした。 

 ９３ページ、報告事項、農地法第４条転用届出に関する受理につい

て、合計のみ報告します。 

全地区合計１件、畑合計１筆、３０７㎡の転用届出を受理しました。 

９４ページ、報告事項、農地法第５条転用届出に関する受理につい

て、合計のみ報告します。 

全地区合計１４件、畑合計１９筆、４，９０６．０２㎡の転用届出

を受理しました。 

９７ページ、報告事項、農地の転用事実に関する照会書についてで

す。新潟地方法務局及び新潟税務署から照会があったものは４件で、

家屋の建築状況、非農地化した事実及び経過年数を確認し、現地調査

の上、非農地、一部農地、農地としてそれぞれ回答しました。以上で

す。 

 

説明者が変わります。 

９８ページ、報告事項、農地の実勢賃借料情報についてです。 

農地法第５２条により、１年に１回、農地の賃借料改正の情報を提

供することになっています。直近の令和３年中に公告した農用地利用

集積計画の中間管理権の賃借料を、加重平均で算出しました。 

西区の田の実勢賃借料は、６９２筆で算出し、平均額は昨年より 

１，４００円下落し、１２，０００円、最高額は同額の 

２０，０００円、最低額は１，０００円下落し、４，０００円でした。 

畑の実勢賃借料は、例年どおり全市の対象として、今回は４５３筆

を算出し、平均額は昨年より５００円上昇し、９，８００円、最高額

は昨年より１，０００円上昇し、１６，０００円、最低額は同額の 

１，０００円でした。 

管内農家へは農業委員会だより３月号で周知します。 

次に１００ページ、報告事項、令和３年度荒廃農地の発生・解消状

況に関する調査の結果についてです。 

１０１ページ、別紙２は、荒廃農地として集計した全体面積及び地

区別面積です。上段、表右下合計の１，０２３筆、５２６，４４４㎡

が、荒廃農地として解消に向けた施策を講ずる必要がある農地です。

下段は、令和２年度から令和３年度のストック面積を差し引きしたも

ので、比較増減、マイナス１９筆、減少した面積は１７，３５１㎡で

す。 

１０２ページ、令和３年度に解消した面積、新規に発生した面積、
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荒廃農地の区分Ｂ分類から、再生可能な農地Ａ分類に移行した面積、

また荒廃農地の区分Ａ分類から、再生困難な農地Ｂ分類に移行した面

積の集計表です。上段、表右下、営農再開、保全管理、転用等による

解消面積は４９，３３３㎡です。下段、新規発生面積は合計 

９８１㎡です。再生困難な農地Ｂ分類に判定を変更した面積は 

３１，００１㎡です。農地判定の変更は、通常の農地との起伏及び高

低差、隣接に優良農地がなく連続して山林化しているか否かによって

判断しました。なお荒廃農地の判定は、農業委員会及び関係機関合同

で実施した、昨年８月の荒廃農地調査にもとづいて行っています。以

上です。 

 

ただ今の説明について、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

ご質問がないようですので、事務局報告のとおり決定します。 

以上で議事として提案した案件について終了します。 

 

事務局から報告事項等はありませんか。 

 

１０３ページ、２月、３月の業務日程です。 

はじめに２月の業務日程です。 

８日、火曜日、午後１時３０分から、新潟県農業会議主催の市町村

農業委員会役員等研修会がＷｅｂで開催されます。西区役所４階 

４０１会議室に会場を設けますので、こちらで役員の皆さんから視聴

していただきます。 

１６日、水曜日、午後３時から、農地部会を開催します。農地部会

員のほか、会長、会長職務代理者から出席いただきます。 

１８日、金曜日、午後１時３０分から、新潟県農業会議主催の地域

別農業委員会会長・事務局長会議が中央区で開催されます。会長、事

務局長が出席します。 

２２日、火曜日、午後３時から、第１地域対策委員会を開催し、終

了後に調査委員会を開催します。２４日、木曜日、午後３時から、第

２地域対策委員会を開催し、終了後に調査委員会を開催します。 

２８日、月曜日、午後３時から、２月定例総会を開催します。会場は

いずれも区役所３０３会議室です。 
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次に２月の申請締切日です。農地法２月総会分が２月７日、月曜日、

農業経営基盤強化促進法３月総会分が２月２５日、金曜日です。 

次に３月の業務日程です。 

１６日、水曜日、午後３時から、農政振興部会を開催します。農政

振興部会員のほか、会長、会長職務代理者から出席いただきます。 

２３日、水曜日、午後１時３０分から、一般社団法人新潟県農業会

議第１３１回通常総会が中央区で開催されます。会長が出席されます。 

２５日、金曜日、午後３時から、第１地域対策委員会を開催し、終

了後に調査委員会を開催します。２８日、月曜日、午後３時から、第

２地域対策委員会を開催し、終了後に調査委員会を開催します。会場

はいずれも区役所３階３０３会議室です。３０日、水曜日、午後３時

から、農地利用最適化推進委員の皆さんからも出席いただき、３月定

例総会及び研修会を開催します。会場は区役所健康センター棟１階 

１０４・１０５会議室です。以上です。 

 

ただ今の事務局からの説明に対して、ご意見、ご質問はありません

か。 

 

（質問、意見なし） 

 

ないようですので、以上で１月の定例総会を閉会します。 
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議事録に相違ないことを認める。 

 

 

 

 

 議  長   本 間 雄 一 
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